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　石鳥谷まつりは、毎年９月８日～10日に開

催される、石鳥谷地域の伝統行事。明治30年

代に、地域の若者が奉納みこしを担いだこと

が始まりといわれています。

　まつりの呼び物である山車は、昔ながらの

大八車が用いられ、飾りつけは歌舞伎十八番

や歴史上の名場面が選ばれます。盛岡市を中

心とする南部流風流山車の南限に当たり、文

化財としても価値が高いといわれています。

　太鼓の演奏や手踊りに参加して、まつりを

もっと楽しみませんか。

南部流風流山車の太鼓をたたく小中学生

■対象　小中学生（性別問わず）

■期日　９月７日（土）～10日（火）

※�７日は前夜祭です

手踊りパレード　

■期日　９月10日（火）

■ 曲目　『新いしどりや音頭』『いしどりやう

かれ音頭』

※ 年齢、性別を問わずどなたでも参加できます

【問い合わせ・申し込み】

  石鳥谷まつり実行委員会事務局（花巻

商工会議所石鳥谷支所☎45-4488）

第43回石鳥谷まつりを一緒に盛り上げましょう

～19歳・20歳の仲間でプロデュース～

「花巻市2
は た ち

0歳のつどい」実行委員会メンバーを募集

　市では20歳の人を対象に「花巻市20歳のつどい」

を開催します。

　当日は式典の部と記念行事の部の２部構成を予

定。記念行事の部は、20歳または19歳を迎える皆

さんで組織する実行委員会が、企画や運営を行い

ます。思い出に残る20歳のつどいを、仲間と一緒

に作りませんか。

■ 応募資格　令和６年度中に

▲

20歳を迎える人

（平成16年４月２日～17年４月１日生まれの人）▲

19歳を迎える人（平成17年４月２日～18年４

月１日生まれの人）

■募集人数　20人程度

■ 活動内容　式典での「20歳の決意」発表や記念行

事の企画・運営など

※８月下旬から15回程度の活動を行います

■応募期限　８月20日（火）

■ 応募方法　右記へ電話、または市

ホームページの申し込みフォーム

から応募してください
【問い合わせ】 本館生涯学習課（☎41-3587）

■ 日時　令和７年１月11日（土）、午後２時

■ 会場　文化会館

■ 対象　平成16年４月２日～17年４月１日生まれ

で、①市内に住所のある人②市外に転出した人

などで出席を希望する人（＊）。対象者への案内

は、11月末までに発送する予定です

＊�下記へ電話、または市ホームページの申し込み
フォームから申し込みください

令和６年度花巻市20歳のつどい
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　練習日程や練習会場など、詳しくは

下記へお問い合わせください。

がん患者の医療用ウィッグや乳房補正具の
購入を支援します

　市では、がん患者に対し、医療用補正具の

購入を支援しています。

■ 対象　がんと診断され、次のいずれかに該

当する市民

◦�治療に伴う脱毛の影響により、医療用

ウィッグ（全頭用）を購入した人

◦乳房切除術を受け、乳房補正具を購入した人

■対象経費・補助率

■ 申請期限　購入費用支払い後、６カ月以内

※�期限内に申請できなかった場合は、健康づ

くり課（緯41-3614）にご相談ください

■ 申請方法　申請書に必要事項を記入の上 ▼

領収書（品名や金額が記載されているもの）

の写し ▼がん治療受診確認書類（診断書、

治療方針計画書、治療方針手術に関する説

明書など）の写し ▼本人確認書類（運転免許

証、保険証、マイナンバーカード） ▼口座

通帳の写しーなどを添えて下記へ申請

※�申請書類は健康づくり課、各総合支所健康

づくり窓口に備え付けているほ

か、市ホームページに掲載して

います

種類 対象経費 補助率

医療用
ウィッグ

（全頭用）

１人につき１台分の医
療用ウィッグ（１回限
り）
※ 付属品やケア用品な

どは対象外

購入費用の
２分の１

（上限３万円）

乳房補正具
（左・右）

１人につき１個分の補
正パッドまたは人工乳
房本体（左右それぞれ
１回限り）
※ 上記を固定する下着

などは対象外

購入費用の
２分の１

（上限２万円）

【問い合わせ・申請】

       健康づくり課(〒025-0055 南万丁目970-5 ☎
41-3614）、各総合支所健康づくり窓口(大迫☎
41-3128、石鳥谷☎41-3448、東和☎41-6518）

ＨＰＶワクチン（子宮頸がん予防）の
キャッチアップ接種を実施しています

　ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの定期予防接種

は、平成25年６月から令和３年11月まで国が積極的勧奨を差し

控えていました。市では、この積極的勧奨差し控えの間に接種

機会を逃した人のための接種（キャッチアップ接種）を実施して

います。

　接種期限までに全３回の接種を完了するには、１回目の接種

を９月30日までに開始する必要があります。接種を希望する人

は、余裕を持って接種を開始しましょう。

■ 対象　市内に住所がある平成９年４月２日～

平成20年４月１日生まれの女性で、ＨＰＶワ

クチンの接種（全３回）が完了していない人

■期限　令和７年３月31日（月）

■接種方法　市内指定医療機関での個別接種

■料金　接種期限までは無料

※�対象者には令和４年７月に予診票を送付して

います。予診票を紛失した場合は、母子健康

手帳を持って、右記問い合わせ先へお越しく

ださい

【問い合わせ】

       健康づくり課(〒025-0055 南万丁目970-5 ☎
41-3608）、各総合支所健康づくり窓口(大迫☎
41-3128、石鳥谷☎41-3448、東和☎41-6518）

　ＨＰＶワクチンの接種に
ついて、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。


